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衆
議
院
議
員
馳
浩
君
提
出
生
活
保
護
と
不
正
受
給
の
問
題
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

現
下
の
厳
し
い
経
済
状
況
や
雇
用
情
勢
の
中
で
、
公
共
職
業
安
定
所
や
福
祉
事
務
所
等
に
よ
る
就
労
支
援
策
を
通
じ
て
就

労
し
、
又
は
所
得
が
増
加
し
た
生
活
保
護
受
給
者
の
う
ち
、
生
活
保
護
を
廃
止
し
た
者
の
割
合
は
、
二
割
程
度
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
よ
り
一
層
、
生
活
保
護
受
給
者
に
対
す
る
就
労
支
援
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
国
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
一
条
に
お
い
て
、
国
が
生

活
に
困
窮
す
る
全
て
の
国
民
に
対
し
、
そ
の
困
窮
の
程
度
に
応
じ
、
必
要
な
保
護
を
行
い
、
そ
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障

す
る
と
と
も
に
、
そ
の
自
立
を
助
長
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

一
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
高
齢
の
生
活
保
護
受
給
者
の
自
立
を
助
長
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
健
康
状
態
や
能
力
に
応
じ
た

支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
高
齢
の
生
活
保
護
受
給
者
の
健
康
管
理
を
行
う
た
め
の
取
組
や
高
齢
の
生
活
保

護
受
給
者
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
た
め
の
取
組
等
を
行
う
地
方
自
治
体
に
対
し
、
財
政
支
援

一



を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
お
尋
ね
の
新
た
な
申
請
件
数
及
び
受
給
開
始
世
帯
数
は
、
平
成
二
十
三
年
五
月
末
現
在
、

北
海
道
が
三
十
七
件
及
び
二
十
六
世
帯
、
青
森
県
が
十
三
件
及
び
十
一
世
帯
、
岩
手
県
が
四
十
九
件
及
び
二
十
九
世
帯
、
宮

城
県
が
百
十
九
件
及
び
九
十
一
世
帯
、
秋
田
県
が
四
件
及
び
三
世
帯
、
山
形
県
が
八
件
及
び
六
世
帯
、
福
島
県
が
七
十
一
件

及
び
三
十
三
世
帯
、
茨
城
県
が
七
十
六
件
及
び
六
十
七
世
帯
、
栃
木
県
が
十
一
件
及
び
七
世
帯
、
群
馬
県
が
四
十
件
及
び
二

十
七
世
帯
、
埼
玉
県
が
九
十
件
及
び
四
十
一
世
帯
、
千
葉
県
が
四
十
六
件
及
び
三
十
八
世
帯
、
東
京
都
が
百
一
件
及
び
五
十

二
世
帯
、
神
奈
川
県
が
七
十
二
件
及
び
六
十
七
世
帯
、
新
潟
県
が
四
十
八
件
及
び
四
十
一
世
帯
、
石
川
県
が
三
件
及
び
二
世

帯
、
山
梨
県
が
二
十
八
件
及
び
二
十
八
世
帯
、
長
野
県
が
十
七
件
及
び
十
六
世
帯
、
岐
阜
県
が
一
件
及
び
一
世
帯
、
静
岡
県

が
七
件
及
び
五
世
帯
、
愛
知
県
が
二
十
二
件
及
び
二
十
二
世
帯
、
三
重
県
が
二
件
及
び
二
世
帯
、
滋
賀
県
が
二
件
及
び
一
世

帯
、
京
都
府
が
十
八
件
及
び
十
七
世
帯
、
大
阪
府
が
十
八
件
及
び
十
八
世
帯
、
兵
庫
県
が
七
件
及
び
六
世
帯
、
奈
良
県
が
三

件
及
び
三
世
帯
、
和
歌
山
県
が
二
件
及
び
二
世
帯
、
島
根
県
が
一
件
及
び
一
世
帯
、
岡
山
県
が
七
件
及
び
三
世
帯
、
広
島
県

が
十
件
及
び
六
世
帯
、
香
川
県
が
一
件
及
び
一
世
帯
、
愛
媛
県
が
五
件
及
び
五
世
帯
、
高
知
県
が
三
件
及
び
二
世
帯
、
福
岡

二



県
が
九
件
及
び
六
世
帯
、
長
崎
県
が
四
件
及
び
三
世
帯
、
熊
本
県
が
四
件
及
び
四
世
帯
、
大
分
県
が
一
件
及
び
一
世
帯
、
宮

崎
県
が
一
件
及
び
一
世
帯
、
鹿
児
島
県
が
三
件
及
び
三
世
帯
、
沖
縄
県
が
八
件
及
び
四
世
帯
で
あ
る
。

な
お
、
同
年
三
月
及
び
四
月
の
新
た
な
申
請
件
数
及
び
受
給
開
始
世
帯
数
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
気
仙
沼
保
健
福
祉
事
務

所
、
石
巻
市
社
会
福
祉
事
務
所
、
塩
竃
市
社
会
福
祉
事
務
所
及
び
大
崎
市
社
会
福
祉
事
務
所
に
係
る
も
の
は
把
握
で
き
て
い

な
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
被
災
者
の
生
活
再
建
を
支
援
す
る
た
め
、
「
「
日
本
は
ひ
と
つ
」
し
ご
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

基
づ
き
、
復
旧
事
業
の
推
進
、
雇
用
創
出
基
金
の
拡
充
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
就
職
支
援
の
強
化
、
雇
用
保
険
の
延
長
給

付
の
拡
充
、
未
払
賃
金
の
立
替
払
の
迅
速
な
実
施
等
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
に
お
い
て
、

被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
（
平
成
十
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
基
づ
く
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金
の
支
給
を
行
う
と
と
も
に
、

市
町
村
に
お
い
て
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
基
づ
く
災
害
援
護
資

金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
都
道
府
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
お
い
て
、
被
災
し
た
低
所
得
世
帯
に
対
し
て
生
活
福
祉

資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
都
道
府
県
等
の
取
組
に
対
し
、
財
政
支
援

三



を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
こ
の
よ
う
な
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
者
の
生
活
再
建
を
支
援
し
て
ま
い
り
た
い
。

二
の
（
�
）
に
つ
い
て

御
指
摘
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
件
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。

二
の
（
�
）
及
び
（
�
）
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
「
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
実
施
要
領
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
付
け
厚
生

省
発
社
第
百
二
十
三
号
厚
生
事
務
次
官
通
知
。
以
下
「
実
施
要
領
」
と
い
う
。
）
等
に
お
い
て
、
災
害
等
に
よ
っ
て
損
害
を

受
け
た
こ
と
に
よ
り
臨
時
的
に
受
け
る
補
償
金
、
保
険
金
又
は
見
舞
金
の
う
ち
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
自
立
更
生
の
た
め
に

当
て
ら
れ
る
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
額
が
自
立
更
生
の
た
め
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
、
当
該

生
活
保
護
受
給
世
帯
に
自
立
更
生
計
画
の
作
成
を
求
め
た
上
で
、
収
入
と
し
て
認
定
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。御

指
摘
の
災
害
義
援
金
及
び
仮
払
補
償
金
（
以
下
「
義
援
金
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
も
、
実
施
要
領
等
に
基
づ
き
同

様
の
取
扱
い
と
し
て
い
る
が
、
自
立
更
生
計
画
の
作
成
が
過
大
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
同
計
画
を
簡
略
化
し
て
作
成
す

四



る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
地
方
自
治
体
に
そ
の
旨
を
通
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
都
道
府
県
等
か
ら
の
情
報
等
を
基
に
、
義
援
金
等
の
支
給
を
受
け
た
生
活
保
護
受
給
世
帯
に
つ

い
て
生
活
保
護
の
停
止
又
は
廃
止
の
決
定
を
し
た
地
方
自
治
体
の
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
一
部
の
地
方
自
治
体
に
お
い
て

不
適
切
な
取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
適
切
な
取
扱
い
を
行
う
よ
う
指
導
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
と
も
、
実
施
要
領
等
に
基
づ
き
適
切
に
生
活
保
護
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
地
方
自
治
体
を
指
導
し
て
ま
い
り
た
い
。

五


